


全日本民医連会長 藤末 衛

民医連綱領学習パンフレットの発行にあたって

２０１０年２月２７日、全日本民医連第３９回総会において新しい綱領が採択されました。私は、
その瞬間、医療福祉宣言を創ろうという呼びかけと議論から１０数年、綱領改定の提案をし
てから数年、ついにここまで来たという感動がこみ上げてきました。そして同時に、その
実践に責任を負うことの緊張感もまたこの身を震わすに十分なものでした。綱領改定の道
のりは、決して平たんなものではありませんでした。日本の進路、平和と社会保障をめぐ
って激動の時期であり、憲法９条と２５条を守り発展させる運動が高揚し、民医連も主体的
に関わってきた時期だからこそ、確信を持って改定できたのだと思います。
半世紀というスパンでみれば、世界の歴史の前進は明らかです。特にこの半世紀は、世

界を動かす力、権威あるものが武力から道徳や正義に変化しつつあり、人権と民主主義の
歴史にとって画期というべき進歩がありました。そしてそれは決して自然にではなく、幾
多の人々の努力や命の犠牲によってもたらされたものです。医療、介護現場においても人
権が最も注目され、重視された半世紀でした。医療従事者が患者さんに真実を伝え、患者
さんの人権が最も優先されることが常識になったのです。
これらの巨大な変化の渦中にあって、民医連は少なからず自覚的にかかわり、その進歩

の一端を担ってきました。また、綱領路線からの逸脱や痛恨の経験を総括し、乗り越えて
きました。そしてここに、民医連の過去、現在、未来のエッセンスを綱領に書き込みまし
た。綱領を学ぶことは、日常の中に綱領を見つけることであり、綱領を日常に生かすこと
です。民医連運動の先輩たちが私たちに伝えたかったことをしっかり受け継ぎ、さらに未
来を創造するチーム民医連の一人ひとりであり続けましょう。

民医連綱領学習パンフレットの発行にあたって
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はじめに

＜日々の活動の羅針盤＞

私たちは毎日、力をあわせて、患者・利用者の願いに寄り添う医

療、介護・福祉活動でがんばっています。また、地域の共同組織の

人々といっしょに、誰もが安心して活用できる社会保障制度の充実

や平和な社会をめざして運動しています。

はじめに
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こうした多彩な活動をどういう立場でどのようにすすめるかの、

基本的なことがらをまとめたものが綱領です。つまり綱領は、団体

あるいは組織の基本的立場・理念・活動方針などを要約した文書の

ことを言います。民医連がどういう組織であり何をめざしているの

かを内外に宣言するものであり、民医連の事業所と職員にとっては

活動の羅針盤です。

綱領の理念が実践され、日常の活動の中で息づくためには、民医

連運動を担う職員と共同組織の皆さんがそれを学び、身につけるこ

とが不可欠です。この小冊子はその一助となることをめざして作成

されたものです。

はじめに
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＜英知と情熱の結晶＞

全日本民医連は２０１０年２月の第３９回定期総会で、新しい綱領を決

定しました。約半世紀にわたって民医連運動を導いてきた前綱領の

生命力を引きつぎ、時代の変化のなかで新たな課題に挑み、困難を

のりこえ、事業と運動を発展させてきた、その到達点を教訓ととも

に反映させて改定したものです。

この間全日本民医連理事会は、２００４年の第３６回総会で２１世紀の民

医連運動を展望して綱領の見直しを提起し、２００６年の第３７回総会で

改定の論点と問題意識を表明、２００８年の第３８回総会で改定草案を提

案しました。それから２年間、綱領改定学習・討論運動として、全

国で活発な討議が行われました。それは職員と共同組織の人々が、

「私と民医連」を語りあい、民医連にはどんな歴史があり、誰のた

めに、何のために、誰と、どのような運動をすすめるのかを考え、

新たな決意を固めあう重要な機会となりました。第３９回総会当日も、

本会議（全体会）と分散会で積極的に討議され、そこで出された多

くの意見が文言として決定に生かされています。

まさに、数年間にわたって発揮された全国の民医連職員と共同組

織の人々の英知と情熱の結晶として新綱領は決定されました。

それではこれから、新しい民医連綱領の特徴と内容について、学

んでいきましょう。

写真は民医連新聞に掲載されたものと長野民医連からの提供です。

はじめに
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１１ 民医連綱領を学ぶ意義

（１）働きがいと綱領

まず、民医連職員が綱領を学び深めることの重要性についてです。

愛知での民医連運動誕生の物語『われら青春の時』を２００９年に著

した作家の佐藤貴美子さんは、そのあとがきで、かつて全日本民医

連の看護活動研究交流集会（当時の名称）に参加して看護師たちの

演題報告を聞いていたときの感想を次のように記しています。

「……途中から涙が出てきました。人間の、やさしさの極みのよ

うなものを感じたからです。値打ちのある女たちだなあ……」

民医連の医療そして看護実践がこのような高い評価をいただき、

看護師たちの確信と働きがいにつながっています。

２００９年に民医連が全国的に実施した看護労働実態調査などによれ

ば、看護職が民医連の職場で働き続けられている理由の第１位は、

「仕事に働きがいを感じているから」というものでした。そして働

きがいのみなもととして、綱領や民医連の医療活動、看護活動の理

念があることを、多くの看護職の皆さんがアンケートで答えていま

す。

１９９５年１月１７日の阪神・淡路大震災のとき、民医連は全国から約

１万３０００人の役職員が現地にかけつけ、被災者救援の活動で奮闘し

ました。このとき、多くの職員が、「知らない者同士がまるで旧知

の友のようにすぐに力をあわせて、救命救急活動や地域医療活動が

できた。民医連のすばらしさを実感した」と感想を述べあい、「そ

の根底に、民医連綱領にもとづく共通の思いがあった」ことが口々

に語られました。

これらには、民医連綱領が職員の働きがいや力をあわせて活動す

ることの礎（いしずえ）としての意味をもっていることが示されて
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います。「綱領は団結の旗印である」と言われるゆえんです。

（２）歴史の経験・教訓と綱領

私たちが民医連運動をすすめていくうえで、これまでの歴史から

さまざまな経験と教訓を学ぶことが重要です。半世紀以上にわたる

民医連の発展の歴史は、国民、地域の人々の人権を守りぬき福祉の

向上をめざしてがんばり続けてきた歴史であり、また幾多の困難や

痛恨のできごとに直面しつつ、それを全国の知恵と力の結集でのり

こえてきた歴史でもあります。

そして民医連発展の教訓は、常に、綱領の見地から議論し、方針

をつくり、実践し、振り返ってきたことです。特に、倒産や経営危

機、医療事故・事件などの重大な試練に直面したときこそ、綱領に

立ち返って自らの活動のあり方を問い直すことが重要だということ

を、これまでの歴史は教えています。

職員が、綱領とそのときどきの具体化である全日本民医連総会方

針を学ぶとりくみを意識的に行わない限り、民医連運動は弱まると

いうことは、これまでの全国のさまざまな経験からも明らかです。

とりわけ、幹部・リーダーが先頭に立って綱領を学び深め実践する

ことが強く求められます。

綱領を深めることは、民医連とは何か、民医連で働くとはどうい

うことかを見つめ直す営みでもあります。



２２ 民医連綱領の特徴と構成

― 10 ―

２２ 民医連綱領の特徴と構成

（１）綱領の特徴

新しい民医連綱領の特徴は次のとおりです。

第１に、民医連の基本的理念・目的として「無差別・平等の医療

と福祉の実現をめざす」ことを、綱領の冒頭で端的に表現したこと

です。誕生以来一貫して「いのちの平等」をかかげ、その立場から

の日常的医療・福祉活動と、いつでもどこでもだれもが安心できる

社会保障制度の実現をめざす運動をすすめてきた民医連が、これか

らも、何のために、誰のために存在するのかをあらためて示してい

ます。

第２に、無差別・平等の医療と福祉のために、９条、２５条（＊）

をはじめとする日本国憲法の理念が生かされる社会をつくる重要性

を明らかにしたことです。「私たちがすすめる民医連運動は、日本

国憲法の理念の実現をめざす医療・福祉分野の運動」（全日本民医

連第３７回総会方針、２００６年）です。この見地から、綱領では憲法の

理念の実現を、民医連自らの使命として宣言しています。

第３に、民医連の目的や使命を果たしていくうえで、常に、共同

組織と共に活動することを鮮明にしたことです。共同組織は、私た

ちの医療・福祉活動、法人・事業所の経営活動、平和・社会保障運

動、民医連運動を担う職員養成活動など、あらゆる活動を共にすす

めるパートナーです。

第４に、民医連の理念と実践の歴史的発展の主な内容を反映させ

たことです。医療活動の理念に関わるいくつかの表現や、「介護・

福祉」「安心して住み続けられるまちづくり」などが文言として明

記されました。

また、この綱領をつくりあげる過程では、民医連運動に多くの人々

の注目と期待が集まる今日の時代に、誰が読んでも特別な注釈なし

でおよそ理解できるような、ていねいでわかりやすいものにする努
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力がはらわれました。

全国的な綱領改定学習・討論運動のなかで、新しい綱領づくりは、

民医連運動を２１世紀の担い手にバトンタッチする意味をもつという

ことが、あちこちで語られました。ベテラン職員、中堅職員はもち

ろん、特に青年職員がこの綱領を力に、いろいろな人々に民医連を

大いに語り豊かに実践していくことが期待されます。

＊憲法第９条（戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認）

①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和

を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力

による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決

する手段としては、永久にこれを放棄する。

②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦

力は、これを保持しない。国の交戦権は、これ

を認めない。

＊憲法第２５条（生存権、国の社会的使命）

①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活

を営む権利を有する。

②国は、すべての生活部面について、社会福祉、

社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めな

ければならない。

（２）綱領の構成

綱領は、前文（基本的理念と目的、歴史と組織の特徴、社会的使

命）、中文（６つの具体的目標）、後文（目標実現の方法）の３つで

構成されています。

そして前文は、４つの段落に分けられ、民医連の基本的理念と目

的、誕生の経過、歴史と組織の特徴、社会的使命（憲法理念の実現）

の順番で記述されています。

これらを図にすると次のとおりです。
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前文
（理念、歴史、組織
的特徴、使命）

第１段落 （民医連の基本的理念と目的）
第２段落 （民医連誕生の経過）
第３段落 （歴史と組織の特徴）
第４段落 （社会的使命）

中文
（具体的目標）

第１項目 （医療、介護・福祉）
第２項目 （地域連携、まちづくり）
第３項目 （学術文化、専門職育成）
第４項目 （管理運営、医療、介護・福祉従事者の生活向上）
第５項目 （社会保障運動）
第６項目 （平和、核廃絶、環境）

後文
（目標実現の方法）



３３ 民医連綱領の内容

― 13 ―

３３ 民医連綱領の内容

（１）綱領前文

第１段落

私私たたちち民民医医連連はは、、無無差差別別・・平平等等のの医医療療とと福福祉祉のの実実現現ををめめざざすす

組組織織でですす。。

第１段落は、民医連が何のために存在し、日々何を追求するのか、

その基本的理念と目的を簡潔に表現したものです。

なお、「医療」の言葉は保健・予防、健康増進、治療、リハビリ

テーションなど包括的な内容をすべて含みます。今回の改定では、

「福祉」「介護・福祉」の文言を入れ、介護・福祉分野を「伸ばした

ウィング」ではなく、民医連運動のいわば本体として位置づけまし

た。また、「介護」と「福祉」の言葉について、理念的な意味を表

現する場合は介護の概念を含む広義の用語として「福祉」を使い（前

文第１段落）、具体的な実践活動を表現する場合は「介護・福祉」

を使っています（中文第１項目、第４項目）。

第２段落

戦戦後後のの荒荒廃廃ののななかか、、無無産産者者診診療療所所のの歴歴史史をを受受けけつつぎぎ、、医医療療従従

事事者者とと労労働働者者・・農農民民・・地地域域のの人人びびととがが、、各各地地でで「「民民主主診診療療所所」」

ををつつくくりりままししたた。。そそししてて１１９９５５３３年年、、「「働働くくひひととびびととのの医医療療機機関関」」

ととししてて全全日日本本民民主主医医療療機機関関連連合合会会をを結結成成ししままししたた。。

第２段落は、民医連がどのように生まれてきたか、その背景と経

過を述べています。

戦争直後の日本は社会全体が荒廃し、飢餓と感染症がはびこり、

一方で医師をはじめとする医療専門家や医療機関などの数が非常に

乏しい状況でした。また国民皆保険制度の発足は１９６１年まで待たね
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ばならず、少なくない国民が無保険でした。そんななか、民医連の

事業所は各地で、貧困などのためにまともな医療に恵まれない人々

の切実な要求と運動、そしてそれに真摯にこたえようとした医療専

門家・医療従事者の共同の力でつくられ発展してきました。出発時、

多くが診療所だったこともあり、民主診療所の略称である「民診」

という呼び名で地域の人々に親しまれました。それはまさに、「医

療を民衆の手にする」ことを目的に、医療従事者が「民衆とともに」

とりくんできた運動です。

＜戦前の無産者診療所の運動について＞

なお民医連のルーツ、源流をさかのぼれば戦前の無産者診療所に

出会います。ここで、無産者診療所についてふれておきます。

戦前の政治・社会体制は、現在の日本のような国民主権ではなく、

大日本帝国憲法により主権は天皇にあり（唯一最高の権力者）、国

民は臣民（天皇の家来）とされるものでした。この体制は絶対主義

的天皇制と言われ、そのもとで中国、アジアをはじめとして侵略戦

争が繰り返されました。一方、労働者や農民の生活は貧困な状況を

強いられ、まともな医療を受けることができず、政治的・思想的自

由などの人権も制限されていました。天皇制への批判はもちろん自

由・民主主義の思想や活動も、治安維持法という法律で弾圧されま

した。

１９２９年、その治安維持法の改悪（最高刑を死刑にする）に反対し

た唯一の代議士である山本宣治（当時の政党である労働農民党所属、

京都出身、貧しい労働者や農民の立場に立ち産児制限運動などにと

りくんだ生物学者でもある）が、法案通過の日に東京・神田の旅館

で右翼テロリストに刺され、４１歳の若さで命を絶たれました。

無産者診療所は、この山本宣治暗殺事件を契機に、医療を労働者

・農民（当時これらを無産者と表現した）のものとすることをめざ

して展開された医療運動です。１９３０年に誕生してから（東京の大崎）、

１９４１年に天皇制政府の弾圧でその歴史に幕を閉ざされるまで、１０県

に１病院２３診療所、２０数県に準備会がつくられました。ほとんど２０

歳代の医師・看護師・事務職員らが無差別平等の医療や反戦平和を

掲げて、労働者・農民とともに活動しました。

無産者診療所は患者をお金のあるなしで差別しないので、労働者
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や農民からの信頼と支持がありました。日常診療とあわせ、集団検

診活動、保健活動、機関紙の発行、地域に健康友の会を結成する活

動、労働運動や農民運動への支援、治安維持法などによる弾圧犠牲

者の救援などが多彩に行われ、その先進的とりくみの多くが、現在

の民医連運動につながっています。

第３段落

私私たたちちはは、、いいののちちのの平平等等をを掲掲げげ、、地地域域住住民民のの切切実実なな要要求求にに応応

ええるる医医療療をを実実践践しし、、介介護護とと福福祉祉のの事事業業へへ活活動動をを広広げげててききままししたた。。

患患者者のの立立場場にに立立っったた親親切切ででよよいい医医療療ををすすすすめめ、、生生活活とと労労働働かからら

疾疾病病ををととららええ、、いいののちちやや健健康康ににかかかかわわるるそそのの時時代代のの社社会会問問題題にに

ととりりくくんんででききままししたた。。ままたた、、共共同同組組織織とと共共にに生生活活向向上上とと社社会会保保

障障のの拡拡充充、、平平和和とと民民主主主主義義のの実実現現ののたためめにに運運動動ししててききままししたた。。

私私たたちちはは、、営営利利をを目目的的ととせせずず、、事事業業所所のの集集団団所所有有をを確確立立しし、、

民民主主的的運運営営ををめめざざししてて活活動動ししてていいまますす。。

どのような事業と運動を行ってきたかをまとめたのが、第３段落

前段です。そして後段では、民医連の組織的特徴を記述しています。

＜医療活動の理念＞

民医連はこれまで、前綱領中文第１項目の「患者の立場に立って

親切でよい」医療をいわば合言葉のように大切にし、「いのちの平

等」を掲げて、地域の人々の切実な要求に応える医療活動にとりく

み、実践のなかからあるべき理念を獲得してきました。

民医連の医療理念の中心は、医療とは人間の生きる権利（憲法２５

条の生存権）を保障するものであり、そのとりくみは患者・住民と

医療従事者の共同のいとなみであるということです。私たちは、患

者を生きる権利の主体者として人権の視点からとらえ、その要求を

受けとめ、寄り添い、専門職の立場から援助し、ともに病気とたた

かうという立場がまず大事です。つまり患者と医療を担当するもの

との関係はあくまで対等・平等であり、医療はこの土台のうえに、

相互信頼と協力によって成り立つものです。
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患者の権利には、患者としての権利（インフォームド・コンセン

ト、自己決定権、安全性など）と患者になれる権利（医療を受ける

権利）の２つの側面があります。したがって共同のいとなみには、

医療従事者と患者がいっしょに病気とたたかうことと、医療を受け

る権利の保障とその拡充のためにともに活動をすすめるという２つ

の内容があります。私たちが日常的な医療活動にとりくみつつ、す

べての人が差別なく医療を受けられるように社会保障をよくする運

動をすすめるのは、こうした見地からです。

病気の発生、経過、転帰をみると、患者の生物的要因のみならず、

患者をとりまく社会的要因が大きく働いています（貧困、失業、労

働状況、戦争など）。疾病を、その患者の生活と労働の場（視点）

からとらえ、真の原因を見抜き取りのぞいていく目とかまえが大切

です。民医連はこの見地から、いのちや健康にかかわるその時代の

社会問題にとりくんできました。具体的な活動としては、過労死問

題やアスベスト問題をはじめとする労災・職業病、水俣病などの公

害、被爆者医療、薬害、災害救援医療など枚挙にいとまがありませ

ん。病歴だけでなく、職業歴や生活歴の把握が疾病の根本原因の把

握に結びついています。

民医連は、共同のいとなみの医療における医療従事者側の体制に

ついて、民主的集団医療として追求してきました。それはチーム医

療のあり方を、次の点で民医連の医療理念として深める内容をもっ

ています。①患者を社会的に（生活と労働から）とらえる視点での

情報の集中とその解決（運動）のとりくみ、②各職種の専門性の発

揮と対等・平等の関係にもとづく民主的な議論（多職種型カンファ

レンスなど）、③民主的集団医療を保障する職場の民主的運営の努

力、④患者・住民の主体的参加（患者会など）。

以上のような医療理念は、看護活動では、３つの視点（患者の立

場に立ち、患者の要求から出発し、患者とともにたたかう看護）と

４つの優点（総合性と継続性、無差別平等、民主性、人権と運動）

としてまとめられています。

民医連はこれらの理念の具体化として、差額室料を徴収しないと
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いう方針を確立し実践しています。それは、経済力によって患者を

差別しない「民医連医療のシンボル」として、地域の人々の信頼を

得ています。また、社会福祉法に定める「生活困難者のために、無

料又は低額な料金で診療を行う事業」（無料低額診療事業）を重視

し、現在、全国の実施医療機関の約４割が民医連の事業所になって

います。

さらに、患者の権利を守る活動の重要な一環として、民医連は気

になる患者訪問や一職場一事例運動などを通して、現場で発生して

いる事実、日々経験している実態とその背景にある問題を告発し、

問題の解決のために世に問うとりくみをすすめています。この間全

国規模の活動として、高齢者生活実態調査、国保死亡事例調査、寒

冷地生活実態調査、生活保護老齢加算廃止影響調査、熱中症実態調

査、介護実態調査などがあり、マスコミを通じて大きく報道され、

行政機関を動かす力ともなっています。

＜介護・福祉の事業の展開＞

病院・診療所の９割が往診・訪問診療を行い、診療報酬で評価さ

れなかった時代から先進的に実践した訪問看護で日本の約１割を占

めていた民医連にとって、２０００年の介護保険創設は、事業分野にお

いて「医療」から「医療と介護」そして保健・医療・福祉の総合的

展開をすすめる契機になりました。以来、制度の問題点・矛盾に立

ち向かい、改善の運動にとりくみつつ（介護ウェーブ）、生活をま

るごと支える事業、介護・福祉の実践を多彩に旺盛にすすめてきま

した。この約１０年の間に、在宅系および施設系介護・福祉事業所が

次々と設立され、この分野の職員数は５倍化しています。２０１０年の

時点で、医科法人の事業収益に占める介護・福祉分野の割合は約

１４％になっています。

また、配食サービスや高齢者の住まいづくりなど介護保険ではカ

バーできない活動に、共同組織とともにとりくむ経験も生まれてい

ます。

２００９年全日本民医連は、介護・福祉の理念について、「３つの視

点（案）」（①利用者のおかれている実態と生活要求から出発し、②

共同のいとなみの視点に立ち、③利用者の権利を守るためにたたか

う）と「５つの特徴（案）」（①人権を何よりも大切にし、それを守
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り抜く実践＜無差別性の追求＞、②自己決定に基づき、生活史、そ

の人らしさを実践＜個別性の追求＞、③生活を丸ごと支える実践＜

総合性の追求＞、④根拠に裏打ちされた実践＜科学性の追求＞、⑤

利用者・家族・職員、ボランティアがそれぞれの立場で協力しあい

ながら、地域に根ざし、地域の中でひとりひとりに寄り添う実践＜

共同のケア＞）を提起し、討議を呼びかけています。

＜共同組織の発展＞

民医連は、医療生協組合員や友の会員などを総称して「共同組織」

と呼んでいます。私たちは、共同組織を「民医連運動にとって不可

欠の構成要素」、つまりそれなしでは民医連運動が成り立たないも

のとして位置づけ、「あらゆる活動を共同組織とともに」という方

針を掲げて、職員と共同組織の人々がいっしょになってその強化拡

大に努めてきました。

いまや共同組織は全国各地で、支部や班会などを基礎に、健康づ

くり、健診、平和・社会保障改善運動、事業所利用や出資などの経

営参加、職員や医系学生の育成、さらには高齢者・障がい者の助け

合いや子育て支援など多彩な活動をすすめ、「安心して住み続けら

れるまちづくり」にとりくむ医療・福祉の住民運動組織として大き

な役割を果たしています。その構成員数は、１９７０年の１１万から２０１０

年には３４０万へ飛躍的に発展しました。毎年全国で数万人の規模で

増え続けること自体、民医連と共同組織の活動が人々の支持と共感

を得て広がっていることを示しているのではないでしょうか。

民医連と共同組織をつなぐ機関誌として１９９１年に創刊された月刊

誌「いつでも元気 ＭＩＮ－ＩＲＥＮ」は現在、５万数千部発行さ

れています。すべての職員そして共同組織の人々へのさらなる普及

・拡大が期待されます。また２年に１度、全日本民医連共同組織活

動交流集会が豊かな内容と規模で開催されています。

＜民医連の組織的特徴＞

民医連の事業所は、創立以来、無差別・平等の医療をかかげ事業

を営んできました。つまり、利益追求を最大目的とする一般の営利

企業と異なり、綱領の実現を目的として活動してきた非営利の医療
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・福祉の組織です。しかし一方、事業を存続・発展させるために、

経営活動によって一定の利益を生み出すことが求められています。

民医連の歴史は、この矛盾と格闘しながら運動と事業の発展に努め

てきた歴史でもあります。私たちは、この格闘のなかから経営活動

における原則的な立場を確立してきました。

その一つが非営利性の原則であり、すべての利益は医療・介護活

動の充実・発展などのために使い、出資者や役員への配分は行わな

いということです。

次に、法人・事業所の所有については、個人オーナーを認めず、

職員と民医連を支える利用者・地域住民が出資し、集団的に所有し

ています。具体的には、投資や財産の処分、予算の検討・決定を行

う法人の総会（総代会）や評議員会、理事会などは職員と共同組織

の代表によって構成し、民主的な運営をすすめます。

さらに、民主的運営を強めるために、共同組織の参加、民主的集

団医療の取り組み、全職員参加の経営活動など様々な実践や具体化

の努力を続けています。

民医連の過去の経営危機や医療事故・事件の要因として民主的運

営の弱点が多く見られ、事業所と地域との乖離、管理部と職員の不

団結などが指摘されていました。経営指導部による経営情報の公開、

職員や共同組織の運営参画の具体化などが重要です。この課題が、

不断の努力によって追求されるべきものという特別な意味を込めて、

綱領の文章でも現在進行形にしています。

なお、世界でも日本でも医療・福祉だけでなく教育や雇用・環境

など社会的あるいは互助的な目的を第一にかかげた様々な自主的組

織（協同組合、非営利組織や社会的企業、共済組織など）が生まれ

役割を広げています。このような組織をまとめて「非営利・協同の

組織」とよび、民医連はその一員として「働くひとびとの医療機関」

の役割を果たそうと確認しています。「非営利・協同」の取り組み

や考え方は、社会や国をどうつくっていくかの探求にもつながりま

すが、まだ始まったばかりの動きです。さらなる実践と探求、研究

を進めていきましょう。
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第４段落

日日本本国国憲憲法法はは、、国国民民主主権権とと平平和和的的生生存存権権をを謳謳いい、、基基本本的的人人権権

をを人人類類のの多多年年ににわわたたるる自自由由獲獲得得のの成成果果でであありり永永久久にに侵侵すすここととのの

ででききなないい普普遍遍的的権権利利とと定定めめてていいまますす。。

私私たたちちはは、、ここのの憲憲法法のの理理念念をを高高くく掲掲げげ、、ここれれままででのの歩歩みみををささ

ららにに発発展展ささせせ、、すすべべててのの人人がが等等ししくく尊尊重重さされれるる社社会会ををめめざざししまま

すす。。

もともと憲法は、ヨーロッパ諸国を中心に、国民の国家権力から

の自由を守るために生まれました。つまり憲法は、国民を縛るもの

ではなく、国家権力を縛るものです。そして資本主義経済が発展し、

その矛盾、弊害（病気、失業、貧困など）が拡大するなかで各国の

労働者・国民のたたかいがすすみ、社会経済的弱者が人間に値する

生活を実現できるように、国家が積極的に国民生活に手を差しのべ

て救済をはかるべきだという考え方が広がります。こうして世界の

人々の運動のなかで、生存権などの人権（社会権）が確立されてき

ました。

日本国憲法は、第３章の「国民の権利及び義務」のなかで、「国

民はすべての基本的人権の享有を妨げられない」（第１１条）とし、「こ

の憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によっ

て、これを保持しなければならない」（第１２条）と述べています。

また、第１０章の「最高法規」で、「この憲法が日本国民に保障する

基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、

これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対

し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」

（第９７条）と明記しています。

権力にあるものが、こうした国民の自由と権利を踏みにじること

がある場合、私たちは「憲法の理念を高く掲げ」、まさに運動によ

って、「すべての人が等しく尊重される社会」に変えていかなけれ

ばなりません。

なお、社会変革の運動の重要なひとつとして国政および地方自治

体の選挙を重視することが大事です。民医連は選挙活動について、

職員の政党支持の自由、政治活動の自由を保障しつつ、人々のくら

しと医療・介護・社会保障に関わる要求実現の立場、そして憲法理
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念の実現の立場から積極的に位置づけとりくみます。

＜今日の時代の特徴と日本国憲法＞

無差別平等の医療と福祉の実現にとって、長い間続けられてきた

構造改革の政治は重大な逆流となってきました。

構造改革は、政府・行政の機能を軍事や外交、有効な競争市場の

創出などにせばめて小さくし、他のあらゆるものを弱肉強食の市場

競争にゆだね、社会保障などは基本的に自己責任である（自立、自

助）という新自由主義の考え方にもとづいています。それは、日本

の大企業（多国籍企業）が国際競争に勝ち抜くことを支える政治・

社会体制づくりを最大の動機としています。

特に２００１年からはじまった小泉内閣による新自由主義的構造改革

は、「聖域なき構造改革」と称して、非正規雇用の推進、医療・社

会保障費の連続的な大幅削減などを強引に実施しました。その結果、

社会全体に貧困と格差、医療・介護・社会保障制度の崩壊状況を生

み、多くの国民のいのちとくらしの深刻な危機を急激につくりだし

ました。そして１００年に１度と言われる経済危機が国民生活の困難

に追い打ちをかけました。貧困率や失業率、自殺者数、無保険者数

の増大などの指標がそれらを裏づけています。

こうしたなか、全国でさまざまな国民の反撃の運動が展開されま

した。

２００８年末の年越し派遣村をきっかけとする反貧困ネットワークの

全国的な広がりは、国民のいのちの「今そこにある危機」に対して、

多くの人々が思想・信条の違いをのりこえて連帯して立ち向かい、

生活物資を援助しつつ、住所のない人々への生活保護を認めさせる

など、憲法２５条をよりどころに、それを生かした運動として重要な

意義をもっています。

後期高齢者医療制度廃止を求めるたたかい、国保料引き下げ・国

保改善の運動、子どもや高齢者の医療費窓口無料をめざす運動、政

府の医師数削減政策を増員に転換させたドクターウェーブやナース

ウェーブ、介護ウェーブ、沖縄の普天間基地の無条件撤去を求める

圧倒的な世論の高揚をはじめとする平和・憲法９条を守る運動など

は、国民の世論と運動こそが、切実な要求を実現し、新しい時代を
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切り拓く原動力であることを示しています。

これらの帰結として、２００９年夏の衆議院選挙で、構造改革をすす

めてきた自民・公明政権に国民的審判が下りました。こうした激動

そして政治的変化を、歴史の大きな前進、新しい時代の第一歩とし

てとらえることが大切です。

時代の激動期、変革期は、国や経済、社会保障のあるべき姿をめ

ぐって国民的な規模での模索と探究、試行錯誤が続きます。そして、

それらに大きな影響を与える重要な国政選挙や地方選挙がほぼ毎年

連続して行われます。

今日の時代は、国民の力で政治や医療、社会保障制度を変えるこ

とのできる時代であるとともに、それを阻もうとする勢力とのせめ

ぎあいの時代です。

２１世紀初頭の日本は、９条、２５条をはじめとする日本国憲法を変

えて、大企業・財界の利益を優先する政治・社会体制を強化し、軍

事大国・構造改革の道をすすむのか、それとも憲法を守りぬき生か

して福祉の国づくりをすすめるのかという、相いれない２つの路線

の鋭い対決のなかにあります。

私たち民医連は、このような時代に、日本国憲法の理念を軸足と

してしっかり定め、その立場から現実をとらえ、変革し、社会のす

みずみに生かしていくことを自らの使命として宣言するものです。

憲法理念の実現こそが、無差別平等の医療と福祉を一歩一歩前進さ

せることにつながるからにほかなりません。
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（２）綱領中文

第１項目

人人権権をを尊尊重重しし、、共共同同ののいいととななみみととししててのの医医療療とと介介護護・・福福祉祉をを

すすすすめめ、、人人びびととののいいののちちとと健健康康をを守守りりまますす

民医連が医療機関あるいは介護・福祉施設として、まず何といっ

ても、日常的な医療・介護活動をしっかりすすめるということを目

標の第１項目で述べています。

「人権」「共同のいとなみ」は、歴史の進歩と民医連の無数の実践

のなかで獲得してきた医療理念のうち最も大切なものであり、ここ

では医療と介護・福祉活動にとりくむ基本的立場として記述してい

ます。

世界史の進歩は、人類が多くの苦難とたたかいのなかで平和と人

権、民主主義を獲得した歴史です。民医連は人権と民主主義の歴史

に学び、創設の頃から、医療は患者と医療従事者の共同事業だと主

張してきました。そして、患者の権利やインフォームド・コンセン

トなどが強調された時代に、あらためて「医療は共同のいとなみ」

であると提起し（全日本民医連第２９回総会、１９９０年）、今日まで実

践のなかで発展させてきました。

ＷＨＯ（世界保健機関）は、以前から、すべての人が到達しうる

限りの健康を享受する権利があるとして健康権を主張し、その具体

的な権利の内容を提案してきました。必要な医療や介護を受ける権

利は健康権の一部であり、健康権を明確に意識して日常の実践や運

動を考えることで、今後の活動をいっそう豊かにすることができま

す。

全日本民医連は第３９回総会運動方針で、「貧困と格差、超高齢社

会に立ち向かう民医連の医療活動」として総合的な医療の質の向上

と８つの重点課題を提起しました（①健康格差を克服するヘルスプ

ロモーション・保健予防活動、②慢性疾患医療にこだわる民医連の

医療活動�がん医療も含む、③地域ぐるみで救急医療をささえる民
医連事業所の役割と実践、④安心して子どもを産み育てられる社会

の実現と「子どもの貧困」に立ち向かう運動と実践、⑤リハビリテ
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ーション医療の新たな展開、⑥介護、居宅施設と結びついた在宅医

療の新たな展開、⑦チーム医療の実践と発展、⑧地域医療の連携の

構築・発展と民医連病院・診療所のポジショニング）。これまでの

歴史のなかで獲得してきた理念を力に、新しい時代の医療課題に積

極的に挑戦しましょう。

また、「２４時間３６５日」「最後まで安心して」をささえる介護・福

祉活動をいっそう強化していきましょう。

第２項目

地域・職域の人びとと共に、医療機関、福祉施設などとの連

携を強め、安心して住み続けられるまちづくりをすすめます

日本社会に貧困と格差、医療・介護崩壊とも言える状況が広がる

なか、それがいのちとくらしの危機、健康格差となって地域の人々

に深刻な影響を及ぼしています。その克服は個々の医療機関や福祉

施設の努力だけでは困難です。保健・医療・福祉関係者などの相互

協力や連携、ネットワーク、住民主体の健康政策の策定や健康づく

り運動の推進、そして福祉を重視するまちづくりや自治体づくりが、

今日の時代の切実な課題になっています。

「安心して住み続けられるまちづくり」は、１９９９年に開催された

第５回全日本民医連共同組織活動交流集会以後、一貫して取り上げ

られている基本的なスローガンです。

なお、まちづくりの重要な一環として、労働環境の改善など健康

で働き続けられる職場づくりの課題を位置づけるという意味で、「地

域・職域……」の言葉を使っています。

第３項目

学問の自由を尊重し、学術・文化の発展に努め、地域と共に

歩む人間性豊かな専門職を育成します

医学を含めて学問のあり方は社会のあり方と深くかかわり、時の

権力者や支配者などによって、その自由が圧迫される場合がありま

す。医学・医療が侵略戦争に奉仕させられたことなどはその典型的
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な例です。こうした教訓から私たちは、学問の自由を守ることを大

切な課題にしています。日本国憲法でも第２３条で学問の自由の保障

を掲げています。

歴史的には、水俣病や大気汚染、アスベスト、原爆症の問題など

で、民医連の医師をはじめとする医療・福祉従事者が、権力におも

ねることなく、現場の事実にもとづいて学問的にまとめ告発したた

かってきました。これらの実績はきわめて貴重な社会的貢献です。

日々の実践のなかからいろいろなテーマを設定して内外に発表す

る学術活動は、私たちがめざす無差別平等の医療・福祉を前進させ

る立場から重視されなければなりません。それは広い意味で国民の

文化の発展につながる意義をもっています。

民医連はこれまで、自前の後継者養成を重視し、毎年１５０人前後

の新卒医師や１０００人前後の新卒看護師をはじめ、さまざまな職種の

青年職員を迎え入れ、研修を充実させつつ、「地域と共に歩む」「人

間性豊かな」専門職を育成してきました。そのことが民医連運動の

今日の到達点を築く大きな原動力になっています。この実績をふま

え、今後の重要課題としてもここで強調しています。なお「専門職」

には当然、医療・福祉に携わる事務職も含みます。

第４項目

科学的で民主的な管理と運営を貫き、事業所を守り、医療、

介護・福祉従事者の生活の向上と権利の確立をめざします

ここでは、事業活動で科学的で民主的な管理と運営を追求してい

くことの重要性を述べています。

経営活動では、民医連統一会計基準の適用と習熟をはかり、職員

や共同組織への理解を広げていくことが重要です。さらに病院管理

学や経営学をはじめとする諸科学の成果から学ぶことも大切です。

民主的な運営については、各層の管理責任者の姿勢、職員と共同

組織の運営参画の意思と能力、運営機構やシステムの整備や充実な

ど総合的に、かつ不断に追求していかなければなりません。

過去の経営や管理に関わる事件では、共通する背景として「我流」

の管理運営が指摘されており、民医連や医療界の様々な経験や教訓
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から学ぶことの意義は繰り返し強調されなければなりません。

先進国のなかでも日本の医療費削減政策は際立っていましたが、

「構造改革」政治の強行は、医療・介護の状況を崩壊にまで至らし

めています。医療・介護報酬の大幅引き上げなど制度改善のたたか

いを広げ、医療、介護・福祉従事者の処遇改善と増員を要求する運

動がさらに重要になっています。同時に、困難な情勢や制約のもと

でも民医連事業所の存続・発展をはかるために、一段の経営努力が

求められています。

第５項目

国と企業の責任を明確にし、権利としての社会保障の実現の

ためにたたかいます

社会保障運動は「民医連運動のたましい」と言われています。

財界などによって、社会保障への国の責務と企業の社会的責任を

あいまいにして国民の自己責任を求める考え方が喧伝され、国の政

策がその方向ですすむなか、それに対峙し憲法２５条の視点を貫く立

場から「国の責任」「権利としての社会保障」を明記しています。

また、労働者の労働によって利益を得る企業が、労働力を守るため

の経費である社会保障費用について責任を持ち負担することは、世

界の人々の運動の成果として確認されている社会保障の原則です。

日本は国民皆保険制度がありながら、たとえば高すぎる国保料を

払えず無保険になる国民が急増し、また諸外国では無料があたりま

えの窓口負担が３割という異常に高い状態が続いています。しかも

他国に比べ企業の負担が少ない現状にあります。国民皆保険制度を

守り充実させること、国民の負担を軽減させることなどが運動の実

践的課題になります。

第６項目

人類の生命と健康を破壊する一切の戦争政策に反対し、核兵

器をなくし、平和と環境を守ります

人間の尊厳と生命に直接かかわりをもっている医療、介護・福祉
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従事者にとって、いのちを抹殺する戦争に反対し平和のために活動

すること、そして地球温暖化防止など環境を守ることは、当然の責

務と言っても過言ではありません。

「一切の戦争政策に反対」の言葉には、いかなる戦争も許さない

ことはもちろん、日米安全保障条約などの軍事同盟の廃棄や軍事基

地撤去の課題を含めています。また核兵器の全面禁止は、いまや全

人類の存亡にかかわる最も重要な課題になっており、それを求める

世界の世論が広がっています。原爆や水爆の悲惨さを体験し、憲法

９条を持つ日本国民として、反核・平和の運動の先頭に立つことは

国際的に重要な役割です。

この間民医連は、原水禁世界大会やニューヨークでのＮＰＴ（核

不拡散条約）再検討会議への代表団派遣、各地での平和学校、自転

車平和リレー、「９条の会」の活動、街頭での定例宣伝署名行動な

ど地道で多彩なとりくみをすすめています。沖縄の名護・辺野古沖

への米軍基地移転に反対する住民のたたかいを支援し平和について

学ぶ「全日本民医連辺野古支援連帯活動」は２００４年から（２０１０年夏

までに）２１次にわたって行われ、全国から２５００人以上の職員が参加

しました。

これらの活動では、特に青年職員の生き生きとした活躍が光って

います。



３３ 民医連綱領の内容

― 28 ―

（３）綱領後文

私私たたちちはは、、ここのの目目標標をを実実現現すするるたためめにに、、多多くくのの個個人人・・団団体体とと

手手をを結結びび、、国国際際交交流流ををははかかりり、、共共同同組組織織とと力力ををああわわせせてて活活動動しし

まますす。。

民医連はこれまで、ドクターウェーブ、ナースウェーブ、介護ウ

ェーブ、後期高齢者医療制度廃止をめざす運動、さらには地域での

救急医療体制を守り充実させる課題、地域医療を担う医師の確保・

養成の課題などで、より幅広い人たちとの連帯と共同を追求し、実

績を積みあげてきました。こうした経験を生かし、要求で一致する

すべての個人や団体との連帯・共同を発展させることを、目標実現

の道筋、方法として示したのが後文です。

なお民医連運動の内部では、国の医療費削減政策などを背景とし

て、事業所の医師体制や法人経営で重大な困難に直面することがあ

ります。私たちは、そのような法人や事業所に対して、県連や地方

協議会、あるいは全日本民医連として必要な支援、援助を行い、知

恵と力を結集して問題を克服してきた豊富な経験をもっています。

仲間の困難を全国連帯の力でのりこえるのは、まさに民医連の伝統

です。後文にはこうした民医連らしい連帯の精神も込められていま

す。

諸外国の医療・福祉のすすんだ面を学び、医療・福祉を国民の手

に獲得しようとしている各国の運動と交流することは、国際化が言

われる今日、重要性が増しています。民医連はこの間、スウェーデ

ンやキューバに視察団を派遣し、また韓国で民主的医療運動をすす

めている人たちと交流しています。

全日本民医連は第３９回総会運動方針で、激動と変革の時代にあっ

て「決して傍観者にならず、運動と提案力を高め、『連帯、参加、

共同』の運動の『要（かなめ）』としての役割を果たす決意」を表

明しました。それができる根拠は何でしょうか。
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それこそ、これまで述べてきた民医連運動のかけがえのない諸特

徴にあります。

第１に、綱領とそれを具体化した総会方針にもとづいて、８万人

を超える職員が１７００余の加盟事業所で力をあわせて活動している組

織だからです。

第２に、すべての人の人権を守ることを中心にすえて日常的な医

療、介護・福祉活動にとりくみ、その質の向上をたえず追求し、地

域の人々から信頼を得ている組織だからです。

第３に、医療・福祉そして社会の民主化と進歩のために一貫して

たたかい、幾多の積極的な成果をあげてきた組織だからです。

第４に、３４０万を超える共同組織が各地域に根ざし、活動内容と

組織の規模を発展させ続けているからです。

第５に、全県的全国的な連帯と協力ができる組織だからです。

これらを確信に、２０１０年代を憲法理念が花開く社会をめざして大

いに奮闘しましょう。
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おわりに

以上みてきたように、民医連運動は、共同組織と共に、多くの個

人・団体と手を結び、日本国憲法の理念が花開く社会をつくること

を通して、無差別・平等の医療と福祉の実現をめざす運動です。

したがって、綱領を深め身につけるためには、日本国憲法につい

ても大いに学ぶことが大事です。特に現在、憲法９条を変えて海外

で戦争ができるようにしたり、２５条を変えて医療・介護・社会保障

についての国の公的責任をあいまいにする重大な動きがあるなかで、

憲法を守りぬき、くらしや社会に生かしていく立場からも、憲法学

習を重視しなければなりません。

また、２年に１回行われる全日本民医連の定期総会は、ときどき

の情勢と全国各地の活動経験や職員、共同組織の人々の意見をふま

えて、綱領の具体化として運動方針を決定します。総会の運動方針

を学び日々の活動に生かすことは、まさに綱領の実践そのものです。

なお全日本民医連は２００８年４月、今日の日本の医療・介護崩壊の

危機に対して、その再生に向けて国民の立場から政策の転換をめざ

す「全日本民医連の医療・介護制度再生プラン（案）」を発表しま

した。あわせて学習をすすめましょう。

時代の激動期、変革期である今、日本の社会に民医連運動が輝き

を放ち、「多くの個人・団体」から注目と期待が寄せられています。

私たちはこれらの声に謙虚にかつ大胆にこたえ、綱領を力に、民医

連運動をいっそう強く大きく発展させていこうではありませんか。

（２０１０年１１月）
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補章 実践を通して綱領を深め、
さらに実践に生かす

民医連綱領の文字数は１０００字もありません。しかし、綱領のさま

ざまな実践を語るための文字数は無限大です。

懸命の救急救命活動、２４時間３６５日「その人らしく」にとことん

こだわる介護活動、医師や看護師の確保や研修活動、共同組織の人々

ととりくむ健康づくりやまちづくりの活動、事業所や職場での方針

づくりのための会議や討論、社会保障の充実めざす宣伝署名活動な

どなど、あらゆる分野のすべての活動が綱領理念の具体的な生きた

姿であることは論を待ちません。

全日本民医連や県連・法人・事業所で開催される学術運動交流集

会などの場は、まさに綱領実践の事例の宝庫になっています。

実践を通して大いに綱領を深め、さらにこれからの実践に生かし

ていきましょう。また、県連、法人や事業所の歴史を学び、「私と

民医連」を語りあう機会を大切にしましょう。

いくつかの事例を紹介します。
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＜笑って死ねる病院＞

２００８年、石川民医連・城北病院の医療活動をまとめたドキュメン

ト番組「笑って死ねる病院」がテレビ金沢でつくられ、日本テレビ

系列で全国放映されて、日本中に大変な反響と感動を呼びおこしま

した。この番組は次のような文章で紹介されています。

「全国で相次ぐ病床の閉鎖、患者の難民化、激務に疲れ果てる医

師たち…。行き場のない患者が公園に置き去りにされる時代に、終

末期患者の『最後の願い』を叶えようという病院があります。

金沢市の『城北病院』。ベッド数３１４床、職員数４３０人の中規模病

院です。全国では約４割の病院が赤字経営で、倒産するケースもあ

る中、この病院は差額ベッド代を取らず、生活困窮者には無料で診

療し、そして何よりも終末期患者の�最後�を重要視しています。
『桜を眺めたい』『もう一度家に帰りたい』『カラオケに行きた

い』…。

余命わずかとなった患者たちが願いを申し出ると、医師や看護師

たちは人手不足の現場をやりくりし、病院の医療機器や介護カーな

どを持ち出して、実現しようと試みます。もちろん、厚生労働省の

診療点数にはあてはまらないため、病院の収入はゼロ。それでもス

タッフは『患者が笑顔でいられるように』と奔走します。こうした

�赤ひげ魂�は、自分たちの健康は自分たちで守ろうと１９４９年に地
域の人たちがお金を出し合って小さな診療所を作ったという、病院

の生い立ちにありました……」

その後「笑って死ねる病院」は、同名の単行本としてワニブック

スから刊行されました（２００９年、テレビ金沢編）。読者からは、イ

ンターネット上も含め、たくさんの感想が寄せられています。

「……弱った者が生きにくいこの国のこと、闘病の間の収入や医

療費や居場所はどうする？ なんて不安が押し寄せてくる……。

この『笑って死ねる病院』の医師や看護師、スタッフたちは、そ

ういう患者にどこまでも寄り添おうと、とりくんでいる。……経営

はたいへんだけど、そのつじつまあわせには患者さんたちを巻き込

まない。エラい人たちも優遇は望まず、院長なんかは倉庫みたいな

部屋でニコニコしている。

損得勘定なしの医療姿勢には、感動さえ覚える。こんな病院があ
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ったのか、こんな集団がいるのか…。

そしてそんな彼らに見守られて人生の最終章を終える……患者た

ちは、死を迎える人ではなく、最期までその人らしく生き抜いた人

たちとして、読む者の目に生き生きと映る。

『良かったね』と患者さんたちに思わず心の中で声をかけながら、

通勤電車の中で、こみあげる涙の処理に困った……」

「私は看護師の立場でこの本を読みました。普段の仕事だけでも

ギリギリ手一杯のはずの勤務医のボランティア。休みの日にボラン

ティアとして参加するスタッフ。みんな、患者さんの笑顔が見られ

ることが、何よりのご褒美と思っているスタッフ。こんな病院で私

も働きたいと強く感じさせられました……

自分が末期癌で、余命を告げられた後、どんな風に過ごしたいか…。

そんな風に選択可能な病院って、日本中にいくつあるのでしょう？

そしてそんな場所を最初から選んで入院することができるでしょう

か？この話を公に出していただいて、お話を読ませて頂けたことに、

深く感謝したいです……探し求めていた、本物の病院です」



補章 実践を通して綱領を深め、さらに実践に生かす

― 34 ―

＜民医連があってよかった、憲法２５条があってよかった＞

２００９年４月のある朝、札幌。公園への犬の散歩から帰ったご主人

から「トイレの様子が変だ」と聞いた北海道民医連・西区病院看護

師のＡさん。行くと、周囲に段ボールが散乱するトイレの中に人の

気配。ドアをたたき「大丈夫？」と声をかけると、若い声で「下痢

と吐き気で……でも今は楽になった……」。

「おばさんは看護師だから、病院へ行こう。８時までに家に来て」

と言い残し、家へ帰りました。

結局訪ねて来ないので、Ａさんは再度公園に向かいました。「と

にかく開けて」と訴え、やっとドアが開きました。そこには身体を

震わせ、せきこむ２４歳の青年がいました。「４日前から何も食べて

ない……」。コンビニでチョコレートとお茶を買って渡しながら、「迷

惑をかけたくない」と言うのを説得し、「おばさんの病院はお金の

ことを心配しなくてもかかれる病院だから、一緒に行こう」とご主

人の車に乗せました。

元トラック運転手助手で、職も食も住も奪われた青年は、その後

ＳＷの援助で生活保護を申請、アパートを確保することができまし

た。

この話を聞いた人たちは、「民医連があってよかったとつくづく

思った」「日本国憲法２５条の重みを感じた」と口々に語りあいまし

た。
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＜その患者に、われわれは何ができるか＞

長野民医連・長野中央病院の４階北病棟の外科チームは、「その

患者に、われわれは何ができるか」をテーマに、各職種参加のカン

ファレンスを毎週開いています。ここには、外科外来の看護師も参

加します。

２００９年３月、大腸がん末期の女性（６５歳）が外来受診を経て入院

しました。その患者さんは、抗がん剤の影響で髪の毛が抜けていま

したが、やがて家へ帰れる日を夢見て、その時のためにと、かつら

と化粧品をベッドサイドに大事に置いていました。関わった外来の

看護師Ｂさんは毎日のように朝の勤務前に病室を訪れ、家族も含め

て話し相手になっていました。いわば、気になる患者訪問活動の病

棟版です。

ある朝、「すぐに家に帰れないなら、せめて外の空気を吸いたい」

と何気なくつぶやいた患者さんの声をうけとめたＢさんは、さっそ

く病棟のカンファレンスで報告し、担当医師をはじめスタッフ全員

で、外出つまり散歩する計画を立てました。

その日を楽しみに待っていた患者さんは、６月の「散歩」の当日、

うれしそうに自ら入念に化粧をし、かつらをきれいにつけました。

そして４階の病室から、酸素ボンベをつけたままリクライニング式

の車椅子に乗り１階の病院玄関外へ。胸いっぱいに外の空気を吸っ

た患者さんは、付き添ったスタッフと家族の前で、今まで見せたこ

とのない満面の笑みで喜びを表現しました。

スタッフたちは、「今度は７月にお誕生会をやろうね」と患者さ

んに語りかけました。しかしその患者さんは、幸せそうな笑顔をみ

んなに見せたその日の夜、静かに６５歳の生涯を閉じました。

数日後、患者さんの娘さんからＢさんに、次のような手紙が届き

ました。

「……母は毎朝Ｂさんとお話をすることが楽しみでもあり、心強

かったと思います。……あの日は私たち家族にとっても大変良い思

い出になりました。決して忘れることのできない１日です。……母

ばかりでなく、私もＢさんに話を聞いていただき、そして励まして

いただいたこと、とても感謝しています」
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＜私の事例＞ ＜私と民医連＞




